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会   議   録 

会 議 名 令和 7 年度第２回丸亀市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和８年 3 月 23 日（月）午後 6 時 30 分～午後７時 40 分 

開 催 場 所 レクザムボールパーク丸亀 第 1 会議室 

出 席 者 

出席委員： 青木 由子・漆原 光德・大星 敬子・片長 誠二 

      ・岸本 裕司・宮武 凌司 

欠席委員： 秋山ともえ・多口千晶・前谷智仁・松﨑隆（50 音順・敬称略） 

      審議会委員 10 名中 6 名出席 

傍聴人 ： なし 

事務局 ： 協働推進部 部長 田中 壽紀 

スポーツ推進課 課長 平池 直樹・副課長 丸尾 泰久・ 

総括担当長 冨田 将友 

      株式会社ぎょうせい 渡邊 厚志・百々 宏知・石丸 博満 

協 議 案 件 

議 題 

(1) 第４次スポーツ振興ビジョンアンケートについて 

(2) 令和８年度スポーツ推進課主要事業の概要について 

(3）その他 

議事の経過 

及び発言要旨 

 

 

事務局（丸尾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局（丸尾） 

 

 

 

委員 

 

1． 開会 

2． 協働推進部長挨拶 

3． 議事 

 

それでは本日の会議は、委員 10 名のうち、6 名がご出席いただいております

ことから、丸亀市附属機関設置条例別表に定めるところにより、審議会が成

立しておりますことをご報告申し上げます。 

また、審議会につきましては議事録を作成し、市のホームページに掲載いた

しますことをご報告申し上げます。 

 

それでは、会長、副会長の選出に入ります。 

丸亀市附属機関設置条例第 6 条第 1 項におきまして、附属機関の会長、副会

長はそれぞれ委員の互選ということになっておりますが、皆さんのご推薦は

ありますでしょうか。 

 

(特になし) 

 

それでは事務局の方で、推薦させていただいてもよろしいでしょうか。 

事務局といたしましては、会長に漆原委員、副会長を本日ご欠席ではござい

ますが秋山委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

はい。 
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事務局（丸尾） 

 

 

漆原会長 

 

事務局（丸尾） 

 

 

 

 

漆原会長 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

 

ぎ ょ う せ い

(百々) 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、会長漆原委員に、副会長を秋山委員にお願いしたいと思います。 

それでは会長の方から、一言ご挨拶をお願いします。 

 

～会長あいさつ～ 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまから審議に入ります。 

議事の進行につきましては、丸亀市附属機関設置条例第 7 条におきまして、

会議は会長が議長となるとありますので、この後は漆原会長に議長として議

事の進行をお願いしたいと思います。漆原会長、お願いいたします。 

 

それではお手元の次第に沿って、早速議事を進めさせていただきたいと思い

ます。まず議題の(1)、第 4 次丸亀市スポーツ振興ビジョンアンケートについ

て事務局からお願いいたします。 

 

それでは、第 4 次丸亀市スポーツ振興ビジョンアンケートについて、お手元

にお配りしてある、資料 1 をもとに、ご説明をさせていただきます。 

説明は、今回、振興ビジョンの策定業務支援をお願いしております「株式会

社ぎょうせい」から、説明させていただきます。 

 

議題の(1)、振興ビジョンアンケートについて、資料 1 のアンケートの概要

版で、ご説明させていただきます。 

 

～資料１を一通り読みながら説明～ 

 

私の方からは、今回のこのアンケートの結果を踏まえて、来年度どう進めて

いくかという概略をお伝えする。 

令和 7 年度に行ったこのアンケートについては、全市民の中から無作為抽出

という形で対象を選ばせていただいたが、令和 8 年度は、スポーツ関係の団

体、スポーツ少年団や各競技団体といったところに向けて、アンケート調査

を行う予定であり、どういったニーズや課題があるのかというのを把握して

いきたいと考えている。 

その他、現在、特にスポーツをやってない若い方を対象にワークショップ等

が出来ないかを考えている。 

また、小中学生に向けて、若い頃から、スポーツを継続的に取り組むために

何が必要なのか把握したいことから、小中学生対象のアンケートの実施も考

えている。 

それを大体上半期の夏までに実施した後、10 月ぐらいに、ビジョンの骨子を

作成して皆様にお示しできたらと思う。 

そこでまたご意見をいただいた後、それを反映した素案を作成し、12 月ぐら

いに、皆様にお示しできたらと思っている。 
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漆原会長 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

漆原会長 

 

 

 

岸本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終的には、来年 3 月に第４次スポーツ振興ビジョンを策定したい。 

 

スケジュールも含めて説明がありましたけれども、いかがでしょうか。 

 

スポーツ関係者へのアンケートについて、対象者は具体的にどのように選択

していくのか教えていただきたい。 

一応、私自身もスポーツ事業をしているが、事業者側から主体的にアンケー

ト調査を申し出るようになるのか、または行政側からアンケート調査をお願

いしたいという連絡をするのか教えていただきたい。 

 

どこを対象にするかは、これから打ち合わせして検討していくが、こういう

ところにお願いしようというのを先に決めて、市からお願いする形になるか

と思う。 

 

そうなると、やはり、これまで行政と付き合いがあるスポーツ関係者がメイ

ンになってくる。 

その他の民間のスポーツ事業をしているところに、行政から新たなアプロー

チが出来るのか気になっている。 

今までずっと同じつき合いの中での話し合いでの枠組みだけで進んでいた

ものが、もっと官民連携の民間の方を広めていくと、より広い意見が集約さ

れるのではないか。検討していただきたい。 

 

はい。わかりました。 

 

ありがとうございます。 

重要なポイントだと思うので、ぜひ検討していただきたいと思う。 

他にいかがでしょうか。 

 

これから高齢化社会を迎えるにあたって、高齢者を取り込めていないと思

う。 

高齢者の方が散歩に行くときの大きな理由は 2 つある。1 つは、歩道が安全

であるということと、もう 1 つは、その歩道にベンチなどの休憩施設がある

ということ。 

丸亀市には、車道と分離された遊歩道のような歩道があるところはほとんど

ない。また、道路に高齢者が休めるようなベンチも無い。ということは高齢

者が散歩に行こうという気持ちが起こらない。 

このような遊歩道とか公園は一旦整備すると、そのまま 10 年、20 年と 1 回

の投資がずっと経年的に使える。 

短期的にスポーツ施設を改修しても、それはいつまでも使えるわけじゃない

ので、こういうスポーツについて審議する会で、もちろんスポーツ、競技人

口は大事だけれども、もっと高齢者を取り込んで、町全体として運動しやす
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漆原会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

 

事務局(田中

部長) 

 

漆原会長 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

漆原会長 

 

い環境を作るような、見方で見ていただきたいと思う。 

医師会としては、いろいろな機会で今の話をするが、結局、どの部署もうち

の担当じゃないと言われる。 

公園は公園をつくるところ、道路は道路課の問題ということで、全体的に見

ていただくところがないので、こういう会があるのであれば、高齢化社会を

見据えて、運動しやすい環境を作っていただくような方法を検討いただきた

い。 

 

非常に重要な視点だと思う。確かに丸亀で安全なウォーキングスペースとい

うのはなかなか市内にはない。 

他にいかがでしょうか。 

 

それでは私の方から。 

このアンケートの方法ですが、郵送配布回収ということで行われているが次

回も同様にするのか。 

はっきり申し上げるが、回収率はあまり多くないなというのが実感。例えば、

大学でも今、ＱＲコードでするのだが、紙媒体はどうなのか。ただ、一方で

高齢者の方はスマートフォンが使えないみたいなことがあると思うが。 

 

アンケートの方法についてだが、アンケートを取る対象によって変わる部分

は出てくると思う。 

今、一部、関係団体のアンケートでＷｅｂアンケートを、できないかという

のを検討しているところである。 

 

こちらとしてもＷｅｂアンケートの方が後の集計がしやすいが、今は紙と並

行して進めていきたいと思う。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

スポーツビジョンの策定にあたって、私自身、次の総合計画の審議会委員に

なっているが、最終的には総合計画をもとにいろんな計画を策定するという

話を聞いたので、スポーツの方も、今回策定した新しい総合計画をもとに、

いろいろアンケートとかビジョンを作っていくのか、横断的な連携もしっか

りやっていくのかどうかをお聞きしたい。 

 

今、総合計画を策定しているが、そちらも踏まえて、そこからスポーツに関

係する部分が、このスポーツ振興ビジョンになってくる部分だとは思うの

で、そこはしっかり、そちらと繋がるような形にします。 

 

他にございませんか。 

それでは、議題 1 は以上とします。 
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漆原会長 

 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

 

 

 

漆原会長 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（平池） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

(株式会社 ぎょうせい退出) 

 

それでは続きまして議題の 2 です。 

「令和 8 年度スポーツ推進課主要事業の概要」について事務局からご説明を

お願いします。 

 

それでは私の方から令和 8 年度主要スポーツ推進課の主要事業の概要につい

て、ご説明をさせていただきます。 

 

～資料２を一通り読みながら説明～ 

 

説明の方は以上であります。 

 

ただ今の説明に何かご質問はありますか。 

 

カマタマーレ讃岐さんの活動に対して、丸亀市のスポーツ推進課としてどれ

ぐらいの熱量を持ってバックアップしようとしているのか。 

スポーツ産業としては香川オリーブガイナーズさんや香川ファイブアロー

ズさんを含めてすごく大事だとは思うが、今現状カマタマーレ讃岐さんがそ

こまで、結果が出ておらず、最近の週末の試合で 1200 人ぐらいしか集客で

きていなくて、果たしてそれが本当に、この丸亀市のスポーツ産業に貢献で

きているのかどうか大変疑問に思う部分がある。地域住民としては、やるな

らどんどんやってもらいたいし、やらないのであればやらないと決めてほし

い。中途半端に、市の予算をとるというのはどうなのか。 

 

県内プロスポーツチームは、カマタマーレ讃岐、香川オリーブガイナーズ、

香川ファイブアローズ、香川アイスフェローズとあるが、香川県地域密着型

スポーツ活用協議会という各自治体の集まりで支援している。 

カマタマーレ讃岐で言うと、年１回のホームタウンデーやスポーツ教室など

で小学校へ選手派遣をしたりする事業も活用協議会で実施している。 

丸亀市としてはやはりホームゲームとして県立丸亀競技場の試合が一番多

いので、その時にどう関わっていくかを考えている。 

今後は、協議会への負担金 270 万円を令和８年度は 300 万円に増やしていく

が、今のところ丸亀市単独予算での支援はない。 

 

日頃からカマタマーレ讃岐さんの活動を見ていて、あまりこの地域のプラス

になっていると思えない。実際、スタジアムを移動するときにバスが総合運

動公園のタイルのところに乗り込んでくるが、陸上大会などでも車両が入っ

てくることも重なって、タイルが割れてガタガタになっている。もちろん県

立競技場なので改修とか整備は県だと思うが、常にこの運動公園利用するの
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漆原会長 

 

片長委員 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

 

 

 

 

片長委員 

 

 

事務局（冨田） 

 

 

 

片長委員 

 

 

漆原会長 

 

青木委員 

 

 

 

 

 

事務局（冨田） 

は市民なので、躓いてけがをしたら市民にとってはマイナスである。 

あと駐車場が少ないので、多目的広場を臨時駐車場で使っているが、それに

よって土の状況も悪くなっている。実際に週末の試合で雨が降ったときにも

使って土が練られたから、他の人が多目的広場を使いたい時に使えないとい

う丸亀市民にマイナスな状況が出ているのは残念である。 

丸亀市として、ちゃんとバックアップしていきますという体制が見えたら、

地域住民も、そういう方向性で協力しようかとなるので、そこははっきりし

たほうがいいと思う。 

 

他にございませんか。 

 

令和 8 年度のスポーツ推進課の行事予定で、令和７年度と違っているところ

を教えてほしい。 

 

令和 7 年度と変わったところは、まだ予定の段階であり詳細が詰まってない

ところもあるが、新たに実施するものとしては 11 月のドリームベースボー

ルの開催になる。それと 4 月の飯山総合運動公園体育館のリニューアルオー

プニングイベントです。 

これが令和 8 年度の新たな事業であるが、それ以外の例年行っている事業に

ついても、いつもどおりというのではなく、その中でも工夫をしながらやっ

ていきたいと思っている。 

 

令和 7 年度の事業を振り返って、前回、こういう意見や声があったからとい

うことで、話し合いの場を設けて改善していくとかはあまりないのか。 

 

事業ごとに各担当者が関係者と振り返りの話し合いはしている。今後も、打

ち合わせをして、その都度、いろいろ工夫しながらやっていくものになると

思っている。 

 

今後は、いろいろな方面の意見を取り入れて、少しでも、市民ニーズに合っ

た事業にしてもらいたいと思う。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

飯野山のことでお伺いするが、飯山側でなく飯野側から登っていったときに

グリーンヒルの団地があるが、その先の駐車場までの道が未舗装で、かなり

デコボコで管理人が土を入れたりしているが、車の量が多いので、すぐに穴

が開いてしまう。あそこはもう少し先まで、アスファルト舗装が出来ないの

か。 

 

その道は、市が所有する土地ではなく民間の土地になっており、すぐに舗装
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事務局（平池） 

 

 

 

漆原会長 

 

大星委員 

 

 

 

 

 

漆原会長 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（平池） 

 

 

 

 

 

宮武委員 

 

 

 

 

 

 

漆原会長 

 

 

 

工事を出来ない状態である。課題として認識はしている。 

 

駐車場の部分では、雨が降ったときには歩きにくいなどの意見もある。 

また、自然をそのままにしておいて欲しいとの意見もあるので、両者の意見

を聞きながら市としても考えていきたいと思う。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

普段、第 2 多目的広場を利用しており、出来た当初からずっと言っていたが、

西側ベンチの照明が一つ足りてないと思う。 

他のベンチは、グランド側の電気があり、そんなに暗くはないが、一番西側

の屋根付きのところのベンチに 1 つ電気があれば、グランドからトイレに行

くときにも、暗くなく安心して使える。 

 

ぜひ検討をしていただくようにお願いしたいと思う。 

 

普段、スポーツ事業をしていて、運動公園内で個別具体的に気になったこと

は、どこに話を持っていけばいいのか。例えば、多目的広場に時計をつけて

欲しいというのをスポーツ協会には言っているが、「ちょっと検討しておく」

というだけで、そこからどこに話がいっているのかわからず、ずっと日がた

っているという現状がある。スピード感を持って、そういった施設の改善を

お伝えしたいときには、どこに丸亀市民は言っていけばいいのかをお聞きし

たい。 

 

そういった施設利用については指定管理者のスポーツ協会が管理している

ので、スポーツ協会へまず要望していただくと、それが市のスポーツ推進課

の方には上がってくる。 

先ほどの時計の話もスポーツ推進課に上がってきており、検討はさせていた

だいているが、現在も設置には至ってない状況である。 

 

高価なものじゃなくて簡易的でいいのだが、ちょっとしたものがあれば、利

用者が助かるのではないかと思う。ＡＥＤの設置場所の簡単な看板というの

も、ご高齢の方が、この施設を使うことは普段の大会とかもあったりすると

思うのでそういったリスクマネージメントというのは、スポーツ推進課がや

っていただければ、市民は安心して運動施設を使えるのではないかと思う。

普段利用しているので、そこはお願いしたい。 

 

またそういうふうにご検討いただければと思いますが、今そういう要望とか

意見の受け付けをここに言ってくださいみたいなのは制度としてはできて

ないですか。 
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事務局（田中） 

 

 

 

 

 

漆原会長 

 

 

事務局（田中） 

 

 

 

漆原会長 

 

 

 

 

事務局（平池） 

 

 

漆原会長 

 

 

施設については、まずは指定管理者であるスポーツ協会が意見や要望を受け

たものがスポーツ推進課へ上がってきているが、どうしても予算的な制限が

あるため、全てにお応えすることは出来ない。老朽化や緊急性などを判断し

て、優先順位をつけさせていただきながら対応している。スポーツ協会で受

け付けたものが、こちらに上がってきていないということではない。 

 

それこそ大学の指定管理で、どっちのお金で修理するのかという話にやっぱ

りなるので、そのあたりの調整っていうのは当然あるのだと思います。 

 

修繕については、金額的なもので分けており、ここまでは指定管理者が指定

管理料の中でする、その金額を超えたものは市が施設管理の方でやっていく

というのは決めている。 

 

その辺は多分連携が取れているのだろうと思います。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

続きまして議題の 3 その他について、事務局から説明をお願いします。 

 

次回のスケジュールについてですが、10 月頃を予定しておりますのでよろし

くお願いします。 

 

以上をもちまして審議終わらせていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 


